
施 設 名

管 理 者 名 指定期間 ～

担 当 課

所 在 地

根 拠 法 令

設 置 条 例

東区健康福祉課

施 設 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

　文化活動や遊びを通して，創造性豊かで健全な子どもの育成を図ることを目的とした施設

新潟市こども創作活動館条例

こども創作活動館

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

（１） 基本理念
文化活動や遊びを通して、創造性豊かで健全な子どもの育成を図る。

（２） 基本方針
「安全」「安心」「快適」の実現を目指し、市民のニーズに応えつつ親しまれる館の運営に努める。
・心豊かな子どもの育成を目指し、創作活動や鑑賞活動などの文化活動を通して、親子の触れ合いや学校・地域を
越えた子どもたちの交流の場を提供し、子どもの成長を支援する。
・子どもの健やかな心身の発達と社会性を育てるために、安全で健全な遊び場を提供する。

令和2年4月1日 令和7年3月31日

新潟市東区牡丹山１丁目３３番２３号

令和６年度　公の施設目標管理型評価書【指定管理者施設用】

施 設 概 要

構造　　　　木造２階建て（２階部分は閉鎖）
敷地面積　　2,707㎡
延床面積　　993.79㎡
施設内容　　・粘土・陶芸の部屋
　　　　　　・絵画・版画・工作の部屋
　　　　　　他
駐車場　　　１３台



視 点 評価
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Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

人 材 Ｂ

予定どおり適切な訓練を
行った。

>

市 民

マニュアルに基づき定期的
に確認を行った。

職員間の情報共有が適切
になされている。

目標を達成している。

目標を大きく上回り、効率
的に運営されている。

情報の伝達と共有
苦情・事故発生時の早期報
告

・地域運営委員会6
月と2月（書面にて）
に年2回実施
・業務仕様書に定め
る事項の遵守

苦情・要望に対する対応
原則1週間以内の回答
苦情・要望の対応マニュアル
の整備

・原則1週間以内に
回答した。
・苦情・要望の対応
マニュアルは整備済
み

苦情・事故発生時は
早期報告に徹し、全
職員に周知と注意
喚起を行った。必要
なことは、健康福祉
課にも報告した。

施設利用者１人当たり運営
経費　１，０００円以下

コンプライアンスの確立
関係法令の遵守，個人情報
等の守秘義務マニュアルの
整備

業務の効率化

事業の実施は目標以上の
回数を行い、地域と連携し
た事業も予定どおり行った。

・行事だより、ホーム
ページ、館内掲示等
情報を発信してい
る。
・便りは毎月、近隣
の学校に家庭数配
布、HPは随時、活
動の様子等情報発
信している。

・工作事業の実施数　３回以上/
週
・地域との連携事業実施数　１回
以上/年

評価コメント
※

ホームページや区だより、
家庭配布用の便り等により
情報発信に努めた。

事業だより、ホームページ等によるこ
ども創作活動館の活動に関する情報
発信　　2回以上/月

マニュアルを作成し、苦情・
要望に対する回答は目標
期日以内に回答した。

基準利用者数の達成
来館者数（年）
３０，０００人以上

（R６来館者数）
３０，９６２人

目標を達成している。

利用者アンケートの実施
2回以上/年

アンケート
12回/年 アンケート回数は目標を達

成しており、利用者の満足
度も高い。

・工作事業は毎日
・地域との連携事業
は年７回実施、学校
関係との連携12日
間

業 務

評価項目

広報の充実

事業の実施

設置目的の理解

安全安心の確保

実績

利用者の満足度

・人員の水準維持と
不足のない配置を
心がけた。
・研修は、対面10回
とWeb1回実施した。

配置人員条件の水準維持・
育成の適切性

業務仕様書に定める人員配
置
配置人員のミッションの理解
度とスキルの習得度　年２回
以上の研修実施

1人当たり552円

防災訓練実施回数年2回以
上

防災・消防訓練を
年2回実施

・地域運営委員会の実施数
　2回以上/年
・業務仕様書に定める事項
の遵守
　違反回数0回
・建築設備の保守管理
　協定書に定める回数以上

法令の遵守、マニュ
アルの整備を行った
うえ、月に1回、全職
員で確認した。

条件どおりの人員確保がな
されており、育成も目標どお
り行っている。

その他業務仕様書
等に定める事項の
遵守

業務仕様書等に定める事
項の遵守

その他業務仕様書等に定め
る事項の遵守

遵守している。

評価指標

【評価基準】
Ａ：要求水準（評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている
Ｂ：要求水準（評価指標）が達成されている
Ｃ：要求水準（評価指標）が達成されていない



施設の設置目的を理解し、管理･運営に関する基本理念、方針等に基づいた適切な管理運営が行われている。
利用者からの意見・要望に応えるとともに、利用者の安全を第一に考え、適切に対応している。
職員の資質向上に努めながら、利用者の高い満足度を維持し、サービスの提供を行っている。
以上のことから、指定管理者として良好であると評価できる。
今後も、各種事業を通じて利用者のニーズに適したサービス提供と事業展開について、一層の充実に期待している。

・利用者は昨年に比べて2000人程度減った。仕様書を遵守し、子どもたちの様子を見ながらスタッフ同士が連携し合い見守
りを継続した。
・子ども同士でトラブルになってしまった時には、子どもたちの声に耳を傾け、その上で言動、行動について振り返り、改善で
きるよう助言した。そして必ずスタッフ同士で情報共有し合いその後の対応に生かした。小中学生にとっては放課後の居場
所、そして、他学校、異学年交流の場になっている。また、乳幼児親子にとって平日午前中は、ゆったりとした時間を求めて
来館されている様子が見られる。来館者のニーズに合わせて居場所作りやイベント等を提供している。
・今年度は「東区２Km子育てトライアングル構想」のスタンプラリーや子ども文化祭実施により、わいわいひろば、い～てらす
や地域、学校関係との連携がより密に行えた。

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

所 管 課 に よ る 総 合 評 価 （ 所 見 ）


